
フローチャートは以下の通りです。 

園区事業体が借地権や標

準工場承認書類を取得 

廃水(汚水)納入管理同意

書の申請 

設立段階の廃水(汚水)対

策許可の申請 

廃水(汚水)対策施設の建

設・設置 

接続使用証明書の申請 

廃水(汚水)対策計画の登

録と立入検査 

運営排水開始 

＊申請タイミング：廃水（汚

水）対策施設の建設・設置が

完成後、使用許可を申請する

前に申請提出します。 

＊審査および発行のタイミン

グ:申請を受理並びに現場立

ち入り検査審査許可後、接続

使用証明書を発行します。 


